
議案第２号 

 

茂原市立幼稚園給食実施要綱の一部を改正する告示の制定について 

 

 茂原市立幼稚園給食実施要綱の一部を改正する告示を次のように制定する。 

 

 

令和４年３月２２日提出 

 

茂原市教育長  内 田 達 也   

 

 

茂原市立幼稚園給食実施要綱の一部を改正する告示 

 

茂原市立幼稚園給食実施要綱（令和元年茂原市教育委員会告示第１号）の一部を次のように改

正する。 

第３条中「五郷幼稚園」を「二宮保育所」に改める。 

第４条第１項中「茂原市立五郷幼稚園の園長（以下「五郷幼稚園長」という。）」を「茂原市

教育委員会（以下「教育委員会」という。）」に改め、同条第２項中「五郷幼稚園長」を「教育

委員会」に改める。 

第５条第３項を削り、同条第４項中「前項に規定する場合を除くほか、」を削り、「対応」の

次に「等」を加え、同項を同条第３項とする。 

第６条第１項中「茂原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「教育委員会」に改

める。 

附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由  「公立保育所・幼稚園整備計画」に基づく認定こども園整備に伴い、令和４年３



月末で茂原市立五郷幼稚園を閉園し、給食の調理を行う場所を茂原市立二宮保育所

に変更するため、所要の改正をするものです。 


